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都
市
計
画
変
更
の
原
案　
広
島
圏
都

市
計
画
地
区
計
画
（
下
平
良
二
丁

目
地
区
）

縦
覧
期
間　
7
月
12
日
㈫
～
26
日
㈫

意
見
書
の
提
出
期
間　
7
月
27
日
㈬
～

8
月
3
日
㈬

●
都
市
計
画
変
更
の
案
の
縦
覧

　
次
の
都
市
計
画
変
更
の
案
を
策
定

し
た
た
め
、
縦
覧
を
行
い
ま
す
。
案

に
関
す
る
意
見
の
あ
る
人
は
、
意
見

書
を
提
出
で
き
ま
す
。

都
市
計
画
変
更
の
案　
広
島
圏
都
市

計
画
道
路
（
厳
島
駅
幸
町
線
）

縦
覧
・
意
見
書
の
提
出
期
間　
7
月

26
日
㈫
～
8
月
9
日
㈫

●
共
通
事
項

縦
覧
場
所　
市
役
所
都
市
計
画
課

※
閉
庁
日
に
縦
覧
を
希
望
す
る
場
合

は
、
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

意
見
書
の
提
出　
都
市
計
画
の
名
称
、

氏
名
、
住
所
、
当
該
地
区
・
施
設

な
ど
に
関
す
る
利
害
関
係
の
内
容
、

意
見
、
意
見
提
出
日
を
記
入
し
、

都
市
計
画
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送

（
消
印
有
効
）
で
次
へ
。

〒
７
３
８
―
８
５
０
１
（
住
所
不
要
）

廿
日
市
市
役
所
都
市
計
画
課

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を 

実
施
し
ま
す

農
業
委
員
会
事
務
局
緯
運
９
２
１
４

　
遊
休
農
地
の
実
態
把
握
と
発
生
防

止
・
解
消
対
策
、
農
地
の
違
反
転
用

発
生
防
止
対
策
な
ど
に
重
点
的
に
取

市
有
地
の
売
却

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
緯
運
９
１
８
０

　
市
が
定
め
る
予
定
価
格
（
最
低
売

却
価
格
）
以
上
で
、
最
高
価
額
の
入

札
者
に
売
却
し
ま
す
。

申
込
期
間
　

7
月
1
日
㈮
～
29
日
㈮

9
時
～
16
時
30
分
（
閉
庁
日
を
除
く
）

申
込
方
法
　
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
課
に
あ
る
申
込
要
領
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
、
指

定
の
申
込
用
紙
を
公
共
施
設
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
課
ま
で
持
参
で
。

一
般

つ
く
っ
て
み
よ
う 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

市
民
課
緯
運
９
１
３
５

●【
予
約
制
】
申
請
・
受
け
取
り
の

臨
時
窓
口
（
休
日
）

と
　
き
　

7
月
9
日
㈯
、
8
月
6
日
㈯

受
付
時
間　
9
時
～
17
時
（
12
時
～

13
時
を
除
く
）
の
間
で
1
時
間
10

人
ず
つ
（
先
着
順
）

※
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
は
、
申
請

か
ら
1
カ
月
半
程
度
か
か
り
ま
す

●【
予
約
制
】
受
け
取
り
・
更
新
の

臨
時
窓
口
（
夜
間
）

と
　
き
　

7
月
21
日
㈭
、
26
日
㈫

受
付
時
間　
17
時
30
分
～
19
時
35
分

の
間
で
市
が
指
定
し
た
各
時
間
帯

に
5
人
ず
つ
（
先
着
順
）

●
共
通
事
項

と
こ
ろ
　
市
役
所
市
民
課

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い

廿
日
市
税
務
署
か
ら
の 

お
知
ら
せ

課
税
課
緯
運
９
１
１
３

●
事
業
者
へ
の
お
知
ら
せ

　
令
和
5
年
10
月
1
日
㈰
か
ら
消
費

税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
り
ま

す
。「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と
は
、
税
務

署
に
登
録
申
請
し
、
取
得
し
た
登
録

番
号
が
記
載
さ
れ
た
請
求
書
や
領
収

書
で
す
。
制
度
導
入
後
は
、
原
則
、

消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
の
た
め
に

「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
は
、

事
前
に
税
務
署
で
登
録
を
受
け
た
人

だ
け
が
発
行
で
き
ま
す
。

●
説
明
会
と
登
録
手
続
き
の
サ
ポ
ー

ト
を
実
施
し
ま
す

と
　
き
　

7
月
7
日
㈭
15
時
～
16
時

（
電
話
で
の
予
約
が
必
要
で
す
）

と
こ
ろ
　
廿
日
市
地
方
合
同
庁
舎
1

階
（
廿
日
市
市
新
宮
1
の
15
の
40
）

定
　
員
　
30
人

申
込
先　
廿
日
市
税
務
署
緯
荏
２
３
４

９
（
個
人
課
税
第
一
部
門
）、
緯
荏

１
２
２
３
（
法
人
課
税
第
一
部
門
）

※
個
人
事
業
者
は
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
＋
暗
証
番
号
）
が

あ
れ
ば
、
そ
の
場
で
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

に
よ
る
登
録
申
請
が
で
き
ま
す

※
今
後
の
説
明
会
の
日
程
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
特

集
」
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
課
緯
運
９
１
９
０

●
都
市
計
画
変
更
の
原
案
の
縦
覧

　
次
の
都
市
計
画
変
更
の
原
案
の
縦

覧
を
行
い
ま
す
。
原
案
に
関
す
る
意

見
の
あ
る
人
は
意
見
書
を
提
出
で
き

ま
す
。

り
組
む
た
め
、
7
月
～
9
月
に
か
け

て
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

パ
ト
ロ
ー
ル
は
、
地
区
を
受
け
持
つ

農
業
委
員
が
、「
農
業
委
員
」
の
帽

子
と
腕
章
を
つ
け
て
、
担
当
地
区
を

巡
回
し
ま
す
。

　
遊
休
農
地
は
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の

有
害
鳥
獣
の
温
床
や
、
害
虫
な
ど
の

発
生
源
に
な
る
可
能
性
が
高
く
、
周

辺
の
農
地
や
生
活
環
境
に
悪
影
響
を

与
え
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
農
地
の

所
有
者
お
よ
び
管
理
者
は
、
草
刈
り

な
ど
を
実
施
し
、
隣
接
地
な
ど
に
迷

惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
十
分
な
管
理

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

市
民
活
動
な
ん
で
も
相
談

協
働
推
進
課
緯
荏
３
８
１
０

　
市
民
活
動
や
社
会
貢
献
活
動
に
関

す
る
疑
問
や
悩
み
に
、
ひ
ろ
し
ま
Ｎ

Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
の
山や

ま

本も
と

祐ゆ
う

二じ

さ
ん
が

ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を

利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
も
可
能

で
す
。

と
　
き
　

7
月
14
日
、
28
日
、
8
月

4
日
、
9
月
1
日
、
8
日
、
29
日

（
い
ず
れ
も
木
曜
日
）
13
時
～
16
時

と
こ
ろ
　
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

対
　
象
　
地
域
活
動
、
市
民
活
動
な

ど
を
し
て
い
る
人

定
　
員
　
各
回
3
人
（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
協
働
推
進
課
ま
で
電
話

ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
姉
荏
３
７
４

２
）
で
。

熱
中
症
を
予
防
し
て 

元
気
に
夏
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う

消
防
本
部
警
防
課
緯
運
９
２
３
３

　
熱
中
症
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、

正
し
い
知
識
と
予
防
が
大
切
で
す
。

マ
ス
ク
着
用
に
よ
り
熱
中
症
の
リ
ス

ク
が
高
ま
り
ま
す
。
十
分
気
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。

熱
中
症
予
防
の
ポ
イ
ン
ト

・
屋
外
だ
け
で
な
く
、
屋
内
で
の
熱

中
症
に
気
を
つ
け
る

・
外
出
前
に
天
候
や
熱
中
症
情
報
を

確
認
す
る

・
水
分
を
持
ち
歩
き
、
十
分
な
休
息

を
取
る

・
冷
却
グ
ッ
ズ
な
ど
を
身
に
つ
け
、

暑
さ
に
対
す
る
工
夫
を
す
る

・
特
に
子
ど
も
や
高
齢
者
な
ど
周
り

の
人
の
体
調
に
注
意
す
る

水
難
事
故
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

消
防
本
部
警
防
課
緯
運
９
２
３
３

　
夏
は
海
や
川
な
ど
に
行
く
機
会
が

増
え
ま
す
が
、
毎
年
、
各
地
で
水
難

事
故
が
絶
え
ま
せ
ん
。
水
難
事
故
を

な
く
す
た
め
、
次
の
こ
と
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

・
子
ど
も
だ
け
で
海
や
川
な
ど
に
絶

対
に
行
か
な
い
、
行
か
せ
な
い

・
大
人
が
同
伴
す
る
場
合
で
も
、
子

ど
も
か
ら
目
を
離
さ
な
い

・
危
険
を
示
す
掲
示
板
が
あ
る
場
所

で
は
遊
ば
な
い

・
海
や
川
に
出
か
け
る
際
は
、
特
に

天
候
に
注
意
す
る

・
体
調
が
悪
い
と
き
や
お
酒
を
飲
ん

で
い
る
と
き
は
水
に
入
ら
な
い

水
難
事
故
を
見
つ
け
た
と
き
の
行
動

・
大
声
で
助
け
を
求
め
る

・
す
ぐ
に
１
１
９
番
通
報
す
る

・
自
分
の
安
全
を
確
保
し
、
周
囲
の

人
と
協
力
し
て
助
け
る

※
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
応
急

手
当
を
身
に
つ
け
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
近
く
の
消
防
署
へ
気
軽
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

花
火
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て 

楽
し
く
安
全
に
遊
び
ま
し
ょ
う

消
防
本
部
予
防
課
緯
運
９
２
３
２

　
夏
の
風
物
詩
と
し
て
手
軽
に
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
花
火
で
す
が
、
取

り
扱
い
を
誤
る
と
火
事
や
火
傷
な
ど

の
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
楽
し
み

ま
し
ょ
う
。

花
火
を
安
全
に
遊
ぶ
ポ
イ
ン
ト

・
気
象
条
件
を
考
え
、
風
の
強
い
時

は
花
火
を
し
な
い

・
周
囲
に
燃
え
や
す
い
も
の
が
な
く
、

広
く
て
安
全
な
場
所
を
選
ぶ

・
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
大
人
と

一
緒
に
遊
ぶ

・
説
明
書
を
よ
く
読
み
、
注
意
事
項

を
必
ず
守
る

・
水
の
入
っ
た
バ
ケ
ツ
を
用
意
し
、

遊
び
終
わ
っ
た
花
火
は
必
ず
水
に

つ
け
る

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の

発
売

財
政
課
緯
運
９
１
２
５

　
今
年
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

は
、
1
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
7
億

円
。
同
時
発
売
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ

ミ
ニ
は
、
1
等
３
０
０
０
万
円
で
す
。

　
宝
く
じ
の
収
益
金
は
明
る
く
住
み

よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

発
売
期
間　
7
月
5
日
㈫
～
8
月
5

日
㈮

発
売
金
額　
1
枚
３
０
０
円

抽
選
日　
8
月
17
日
㈬

問
い
合
わ
せ
　（
公
財
）
広
島
県
市

町
村
振
興
協
会
緯
０
８
２
（
２
２

３
）
６
５
４
５

福
祉
・
介
護

原
爆
被
爆
二
世
の
健
康
診
断

保
険
課
緯
運
９
１
６
０

実
施
期
間　
令
和
5
年
2
月
28
日
㈫

ま
で
（
精
密
検
査
は
令
和
5
年
3

月
10
日
㈮
ま
で
）

対
　
象
　
両
親
の
い
ず
れ
か
が
原
子

爆
弾
被
爆
者
で
あ
り
、
広
島
県
内

廿日市市消防本部
広報キャラクター
「ソナエント」

に
居
住
す
る
次
に
該
当
す
る
人

・
広
島
被
爆　
昭
和
21
年
6
月
1
日

以
降
に
生
ま
れ
た
人

・
長
崎
被
爆　
昭
和
21
年
6
月
4
日

以
降
に
生
ま
れ
た
人

検
査
費
用　
無
料
。
被
爆
二
世
健
康

診
断
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
検
査

は
、
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
交
通
費
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

申
込
方
法
　
専
用
は
が
き
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
広
島
県
庁
被
爆
者

支
援
課
へ
郵
送
、
ま
た
は
広
島
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
請

申
込
締
切
　
令
和
5
年
1
月
31
日
㈫

（
消
印
有
効
）

※
受
診
希
望
日
の
2
週
間
前
ま
で
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
の
影
響
に
よ
り
、
医
療
機
関
な

ど
が
受
け
入
れ
を
休
止
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す

健
診
場
所
　「
令
和
4
年
度
被
爆
二
世

健
診
の
お
知
ら
せ
」
に
掲
載
の
実

施
医
療
機
関
一
覧
か
ら
選
択

お
知
ら
せ
・
専
用
は
が
き
配
布
場
所　

市
役
所
保
険
課
、
各
支
所
市
民
福

祉
担
当
、
山
崎
本
社 

み
ん
な
の

あ
い
プ
ラ
ザ
、
大
野
福
祉
保
健
セ

ン
タ
ー
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー

※
希
望
者
に
被
爆
二
世
健
康
記
録
簿

を
配
布
し
て
い
ま
す

問
い
合
わ
せ
　
広
島
県
庁
被
爆
者
支

援
課
緯
０
８
２
（
５
１
３
）
３
１

１
６

介
護
保
険
の
福
祉
用
具
購
入
費
と

住
宅
改
修
費
の
支
給

高
齢
介
護
課
緯
運
９
１
５
７

　
介
護
保
険
に
は
、
福
祉
用
具
の
購

入
や
住
宅
改
修
を
行
っ
た
場
合
に
か

か
っ
た
費
用
の
7
～
9
割
を
支
給
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
受
領
委
任
払
い
の
登
録
業
者
か
ら

の
購
入
・
改
修
で
あ
れ
ば
、
初
め

か
ら
1
～
3
割
負
担
で
購
入
・
改

修
が
可
能
で
す

対
　
象
　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を

受
け
て
い
る
人

●
福
祉
用
具
の
購
入
費
の
支
給

支
給
対
象
の
品
目　
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト

イ
レ
や
入
浴
補
助
用
具
な
ど
（
車
椅

子
や
介
護
用
ベ
ッ
ド
は
貸
与
の
み
）

※
介
護
保
険
制
度
で
福
祉
用
具
販
売

事
業
所
の
指
定
を
受
け
て
い
る
販

売
店
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。
指

定
以
外
の
販
売
店
で
購
入
し
た
も

の
は
、
支
給
の
対
象
と
は
な
り
ま

せ
ん

支
給
限
度
額　
1
人
当
た
り
1
年
間

で
、
原
則
9
万
円
（
一
定
以
上
の

所
得
者
は
7
～
8
万
円
）

●
住
宅
改
修
費
の
支
給

支
給
対
象　
手
す
り
の
取
り
付
け
、

床
の
段
差
解
消
、
床
材
の
変
更
、

扉
や
便
器
の
取
り
替
え
な
ど
。

支
給
限
度
額　
1
人
当
た
り
原
則
18

万
円
（
一
定
以
上
の
所
得
者
は

14
～
16
万
円
）

売却物件

物件
番号 所在・地番 地目

実測面積
予定価格
（円）

入札保証金
（円） 土地状況平方 

メートル 坪

入札
1
阿品四丁目
393番226 雑種地 1,592.65 481.77 85,300,000 8,530,000 建物付き※

※�本物件は旧ふじタウン汚水処理場で、予定価格は既存建物・工作物の撤去処分
費用を考慮した金額

申込資格　個人および法人
入札日時　 8月23日㈫10時～
入札場所　市役所 5階

■
水
道
料
金
納
期

納
付
書
で
の
支
払
い
は
、
8
月
1
日
㈪
ま
で
で
す
。

支
払
い
が
困
難
な
人
は
、
支
払
猶
予
に
関
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

ス
マ
ー
ト
ホ
ン
な
ど
の
ア
プ
リ
に
よ
る
、
水
道
料
金
な
ど
の
支
払
い
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
水
道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
水
道
局
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

☎
荏
２
２
８
６

■
納
期
限 

8
月
1
日
㈪
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
2
期
、
国
民
健
康
保
険
税
1
期
、
介
護
保
険
料
1
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
1
期
、
保
育
料
7
月
、
延
長
保
育

料
7
月
、
留
守
家
庭
児
童
会
利
用
料
7
月
、
市
営
住
宅
使
用
料
7
月
、
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
7
月
、
社
会
福
祉
施
設
入
所
者
負
担
金
6
月

■
夜
間
納
税
窓
口 

7
月
26
日
㈫
17
時
15
分
～
19
時
45
分

市
役
所
税
制
収
納
課

問
税
制
収
納
課

緯
運
９
１
１
１

News & Information
■市長の所得などの公開 と 　き　 7 月 4 日㈪～　 8時30分～

17時15分（閉庁日を除く）
閲覧場所　市役所秘書室

「政治倫理の確立のための廿日市市長の資産等の公開に関する
条例」に基づき、市長の所得報告書などの閲覧を行います。
※報告書などの複写不可秘書室緯運9103




